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ニューデリー・メタロ-β-ラクタマーゼ１（NDM-1）産生多剤耐性菌について 

 

 

標記のニューデリー・メタロ-β-ラクタマーゼ１（NDM-1）産生多剤耐性菌につ

いては、海外における感染事例に関して、平成２２年８月１７日以降、国内でも報

道があったところです。 

報道の概要は、インド、パキスタンで、本菌の感染事例が増加しており、英国、

ベルギー等においても、同地域で医療行為を受けて帰国した者に感染が確認された

という内容です。情報源となった研究報告は、平成２２年８月１１日付のランセッ

ト電子版に掲載された報告です。 

日本国内では、現在のところ、本菌による感染事例の報告はありませんが、欧米

での感染事例の発生を踏まえ、我が国での発生に備え、国立感染症研究所の協力を

得て、別添資料を作成しました。貴管下医療施設に対し、本菌に関する情報提供を

行っていただくとともに、本菌による感染が疑われる事例があれば、国立感染症研

究所への照会をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別添） 

医療機関 感染症・細菌検査ご担当の方々へ 

 

○ 海外では、大腸菌や肺炎桿菌などの腸内細菌科の細菌に、ニューデリー・メタ

ロ-β-ラクタマーゼ１（NDM-1）を産生する、新たなタイプの多剤耐性菌が報告

されています。 

 ※インド・パキスタンや、英国での患者発生が平成２２年８月１１日、ランセット電子版に

報告されています。 

○ この耐性菌は、カルバペネムなどほぼ全てのβ-ラクタム系抗菌薬や、フルオ

ロキノロン系、アミノ配糖体系など広範囲の抗菌薬に多剤耐性を示します。 

○ これまで日本では発生が確認されていませんが、NDM-1 の遺伝子は、伝達性プ

ラスミドにより媒介され、別の株の菌に伝播する現象がみられることなどから、

注意が必要です。 

○ NDM-1 産生株が検出されたと疑われる場合（下記）は、国立感染症研究所細菌

第二部（代表電話番号 042-561-0771）にご相談ください。 

 

１ NDM-1 とその遺伝子 

NDM-1 は、カルバペネムを含む各種の広域β-ラクタム薬を分解する酵素です。 

酵素の活性中心に亜鉛を持つため、メタロ-β-ラクタマーゼ(MBL)に属し、この 

酵素を産生する菌は、平成 21（2009）年に最初に報告されました。NDM-1 の遺伝 

子は、伝達性プラスミドにより媒介されている株もあり、共存する他の複数の薬 

剤耐性遺伝子とともに、遺伝的に系統の異なる別の大腸菌の株などに、接合など 

により水平伝播する現象も見られます。 

 

２ NDM-1 産生株の特徴 

（１） NDM-1 は大腸菌や肺炎桿菌などの腸内細菌科の菌種で確認されており、カ 

ルバペネムを含むほぼ全ての広域β-ラクタム系抗菌薬とともに、フルオロ 

キノロン系、アミノ配糖体系など広範囲の抗菌薬に多剤耐性を示す株が大半 

を占めます。現時点では、国内では未承認ですが、チゲサイクリンやコリス 

チンには、感受性を示す株が多いとされています。 

（２） 大腸菌や肺炎桿菌は、NDM-1 を産生する株であっても、健康な人の腸管粘 

膜や体表面に付着しているだけでは、原則的に無害です。 

 

３ NDM-1 産生株が分離された患者背景 

NDM-1 を産生する多剤耐性の大腸菌や肺炎桿菌は、パキスタンやインドの医療 



 

施設で治療や施術された経歴のある患者が、英国や米国などの医療機関で治療や 

検査を受けた際に発見されたものが多く報告されています。 

 

４ NDM-1 産生株が問題になる理由 

これまでに、MBL には、既に IMP-1 や VIM-2 などのタイプが確認され、我が国 

を含む世界各地の医療環境に広がりつつありますが、それらは、多くは、緑膿菌 

やアシネトバクターなどで産生され、大腸菌や肺炎桿菌では少数でした。しかし、 

NDM-1 は、ヒトの腸管に定着しやすい大腸菌や肺炎桿菌において多く見つかると 

いう特徴があり、院内感染症や術後感染症の起因菌としてのみならず、尿路感染 

症などを引き起こす新型の多剤耐性菌として、今後、市中に広がる可能性も懸念 

されています。 

 

５ NDM-1 産生株の検出と解析 

（１） 大腸菌や肺炎桿菌でカルバペネム系、フルロキノロン系、アミノ配糖体系 

の3つの系列の抗菌薬に全て「耐性」と判定された株が分離された場合、NDM-1 

産生株の可能性も考慮し、SMA ディスクによる検査などを実施します。 

（２） SMA ディスク検査で陽性と判定された株に対しては、PCR 検査を実施し、 

IMP-1 型、VIM-2 型の MBL 遺伝子を検出し、判定します。 

（３） SMA ディスク検査で陽性と判定されたにもかかわらず、PCR 検査で陰性と 

判定された株については、国立感染症研究所の細菌第二部（代表電話番号 

042-561-0771）に、詳しい検査や解析について、相談することができます。 

 

６ NDM-1 産生株が検出された場合の対応 

（１） NDM-1 を産生する株が検出された患者は、個室管理とし、標準予防策、接 

触感染予防策を励行し、他の患者に伝播しないよう感染予防対策を実施しま 

す。 

（２） NDM-1 産生株が便や喀痰などから検出されたものの、感染徴候が認められ 

ない無症状病原体保有者の場合は、抗菌薬による除菌は行わず、標準予防策、 

接触感染予防策を励行しつつ、やがて消失するのを待ちます。 

（３）  NDM-1 産生株による感染症を発症した患者の場合は、患者の病状を考慮し 

て、抗菌薬療法を含む積極的な治療を実施してください。 

（４） 患者の海外渡航歴及び渡航先での医療機関の受診歴を詳細に聴取してくだ 

さい。 

 

〈本解説を作成するにあたり、御協力をいただいた専門家〉 

  荒川宜親部長（国立感染症研究所細菌第二部） 


